
  
 

一

 
 

 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
規
制
の
適
正
化 

 

一 

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
の
欠
格
事
由
の
拡
充 

（
第
五
条
及
び
第
三
十
五
条
第
四
項
関
係
） 

 
 

１ 

①
及
び
②
の
者
が
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
を
二
年
か
ら
五
年
に
延
長
す
る
こ
と
。 

 
 

 

① 

一
年
以
上
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者 

 
 

 

② 

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
又
は
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
の
取
消
し
を
受
け
た
者 

 
 

２ 

①
か
ら
④
ま
で
の
場
合
を
欠
格
事
由
に
追
加
す
る
こ
と
。 

 
 

 

① 

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
が
、
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
又
は
特
定
貨
物
自
動

車
運
送
事
業
の
許
可
の
取
消
し
を
受
け
て
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
場
合 

 
 

 

② 

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
又
は
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
の
取
消

し
の
処
分
に
係
る
聴
聞
の
通
知
が
到
達
し
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る
日

ま
で
の
間
に
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
て
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
場
合 



 

  
 

二

 
 

 

③ 

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
事
業
場
へ
の
立
入
検
査
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
聴
聞
決
定
予
定
日
ま
で
の
間
に
事

業
の
廃
止
の
届
出
を
し
て
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
場
合 

 
 

 

④ 
②
の
期
間
内
に
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
②
の
聴
聞
の

通
知
が
到
達
し
た
日
前
六
十
日
以
内
に
当
該
届
出
に
係
る
法
人
の
役
員
で
あ
っ
た
者
で
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
五
年

を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
場
合 

 

二 

運
行
管
理
者
資
格
者
証
の
交
付
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
延
長
（
第
十
九
条
第
二
項
関
係
） 

 
 

 

運
行
管
理
者
資
格
者
証
の
返
納
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
等
に
運
行
管
理
者
資
格
者
証
の
交
付
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
期

間
を
二
年
か
ら
五
年
に
延
長
す
る
こ
と
。 

 

三 

事
業
の
休
止
及
び
廃
止
に
係
る
事
後
届
出
制
の
見
直
し
（
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
五
条
第
六
項
関
係
） 

 
 

 

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
そ
の
三
十
日
前
ま
で
に
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 

四 

事
業
の
許
可
基
準
の
明
確
化 

 
 

１ 

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
基
準
の
明
確
化
（
第
六
条
関
係
） 



  
 

三

 
 

 
 

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
基
準
に
つ
い
て
、
事
業
の
計
画
が
事
業
用
自
動
車
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め

適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
事
業
を
継
続
し
て
遂
行
す
る
た
め
に
適
切
な
計
画
を
有
す
る
こ
と
、
事
業
を
継
続
し
て
遂

行
す
る
に
足
る
経
済
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
基
準
の
明
確
化
（
第
三
十
五
条
第
三
項
関
係
） 

 
 

 
 

特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
基
準
に
つ
い
て
、
事
業
の
計
画
が
事
業
用
自
動
車
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め

適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
事
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
適
切
な
計
画
を
有
す
る
こ
と
、
事
業
を
自
ら
適
確
に
遂
行
す
る

に
足
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。 

 

五 

運
送
約
款
の
認
可
基
準
の
明
確
化
（
第
十
条
第
二
項
第
三
号
関
係
） 

 
 

 

運
送
約
款
に
お
い
て
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
運
送
の
役
務
の
対
価
と
し
て
の
運
賃
と
運
送
の
役
務
以
外

の
役
務
又
は
特
別
に
生
ず
る
費
用
に
係
る
料
金
と
を
区
分
し
て
収
受
す
る
旨
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
認
可

基
準
に
追
加
す
る
こ
と
。 

第
二 

事
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
の
明
確
化 

 

一 

輸
送
の
安
全
に
係
る
遵
守
義
務
の
明
確
化
（
第
十
七
条
第
一
項
等
関
係
） 



 

  
 

四

 
 

 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
は
、
過
労
運
転
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
の
ほ
か
、
事
業
用
自
動
車
の
定
期
的
な

点
検
及
び
整
備
そ
の
他
事
業
用
自
動
車
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
関
し
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基

準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。 

 

二 

事
業
の
適
確
な
遂
行
に
関
す
る
遵
守
義
務
規
定
の
新
設
（
第
二
十
四
条
の
四
等
関
係
） 

 
 

１ 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
は
、
次
の
事
項
に
関
し
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

① 

自
動
車
車
庫
の
整
備
及
び
管
理
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

② 

健
康
保
険
法
等
に
よ
り
納
付
義
務
を
負
う
保
険
料
等
の
納
付
そ
の
他
の
事
業
の
適
正
な
運
営
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

③ 

そ
の
他
輸
送
の
安
全
に
係
る
事
項
以
外
の
事
項
で
あ
っ
て
そ
の
事
業
を
適
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の 

 
 

２ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
が
１
の
基
準
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
対
し
、
そ
の
是
正
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
こ
と
。 

第
三 

荷
主
対
策 



  
 

五

 
一 

荷
主
の
責
務
に
関
す
る
規
定
の
新
設
（
第
六
十
三
条
の
二
関
係
） 

 
 

 
荷
主
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
等
を
遵
守
し
て
事
業
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
必
要
な
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

荷
主
へ
の
勧
告
に
関
す
る
制
度
の
拡
充
（
第
六
十
四
条
関
係
） 

 
 

１ 

荷
主
へ
の
勧
告
に
関
す
る
制
度
の
対
象
に
、
貨
物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
を
追
加
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
荷
主
に
対
す
る
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
を
明
記
す
る
こ
と
。 

 

三 

違
反
原
因
行
為
へ
の
対
処
に
関
す
る
規
定
の
新
設
（
原
始
附
則
第
一
条
の
二
関
係
） 

 
 

１ 

平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
法
等
に
違
反
す
る
原
因
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
（
以
下
「
違
反
原
因
行
為
」
と
い
う
。
）
を
荷
主
が
し
て
い
る

疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
対
し
、
当
該
荷
主
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 

２ 

平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
１
の
荷
主
に
対
し
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
等
を
遵
守
し
て
事
業
を
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
荷
主
が
配
慮
す
る
こ
と
の
重
要
性
に



 

  
 

六

つ
い
て
理
解
を
得
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 

３ 

平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
荷
主
が
違
反
原
因
行
為
を
し
て
い
る
こ
と
を
疑
う

に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
荷
主
に
対
し
、
違
反
原
因
行
為
を
し
な
い
よ
う
要
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 

４ 

平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
３
の
要
請
を
受
け
た
荷
主
が
な
お
違
反
原
因
行
為

を
し
て
い
る
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
荷
主
に
対
し
、
違
反
原
因
行
為
を

し
な
い
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 
 

５ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
４
に
よ
る
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

６ 

関
係
行
政
機
関
の
長
は
、
荷
主
に
よ
る
違
反
原
因
行
為
の
効
果
的
な
防
止
を
図
る
た
め
、
２
か
ら
４
ま
で
の
実
施
に

つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
協
力
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

７ 

国
土
交
通
大
臣
は
、
２
か
ら
４
ま
で
の
実
施
に
際
し
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に
対
す
る
荷
主
の
行
為
が
不
公
正

な
取
引
方
法
に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
事
実
を
把
握
し
た
と
き
は
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
、
そ
の
事
実
を
通

知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 



  
 

七

第
四 

標
準
的
な
運
賃
に
関
す
る
規
定
の
新
設
（
原
始
附
則
第
一
条
の
三
関
係
） 

 

一 
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
の
労
働
条
件
を
改
善
す
る

と
と
も
に
、
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
健
全
な
運
営
を
確
保
し
、
及
び
そ
の
担
う
貨
物
流
通
の
機
能
の
維
持
向
上
を

図
る
た
め
、
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
及
び
適
正
な
利
潤
を
基
準
と
し

て
、
標
準
的
な
運
賃
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。 

 

二 

国
土
交
通
大
臣
は
、
一
の
標
準
的
な
運
賃
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
運
輸
審
議
会
に
諮
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す

る
こ
と
。 

第
五 

罰
則
（
第
七
十
六
条
関
係
） 

 
 

①
又
は
②
に
該
当
す
る
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 

① 

第
一
の
三
の
届
出
を
し
な
い
で
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
、
事
業
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
た
者 

 
 

 

② 

第
二
の
二
の
２
の
命
令
に
違
反
し
た
者 

第
六 

施
行
期
日
等 

 

一 

施
行
期
日
（
改
正
法
附
則
第
一
条
関
係
） 



 

  
 

八

 
 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
第
四
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
こ
と
。 

 

二 

そ
の
他
（
改
正
法
附
則
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
関
係
） 

 
 

 

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
。 

 


